
監査報告

平成２８事業年度

年金積立金管理運用独立行政法人

第４回社会保障審議会資金運用部会
平成２９年８月１日

資料２－３



監 査 報 告  
平成 29 年 6 月 27 日 

年金積立金管理運用独立行政法人 

理事長  髙 橋 則 広  殿 

年金積立金管理運用独立行政法人 

監 事  吉 江 純 彦 ○印

監 事  小 宮 山   榮 ○印

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第１９条第４項及び同法第３８

条第２項並びに監事監査規程第２５条の規定に基づき、年金積立金管理運用独立

行政法人（以下「法人」という。）の平成２８事業年度（平成２８年４月１日～平

成２９年３月３１日）の業務、事業報告書、財務諸表（すべての勘定に係る勘定

別貸借対照表、勘定別損益計算書、勘定別利益の処分に関する書類（案）、勘定別

キャッシュ・フロー計算書、勘定別行政サービス実施コスト計算書、重要な会計

方針、その他の注記及び勘定別附属明細書からなる勘定別財務諸表並びに法人単

位貸借対照表、法人単位損益計算書、法人単位キャッシュ・フロー計算書、法人

単位行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単

位附属明細書からなる法人単位財務諸表）及び決算報告書について監査を実施し、

その方法及び結果を取りまとめましたので、以下のとおり報告いたします。

Ⅰ 監査の方法及びその内容

各監事は、監査計画に基づき、理事長、理事、監査室、企画部その他職員（以

下「役員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

努めるとともに、経営企画会議・投資委員会その他重要な会議及び委員会に出席

し、役員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、業務、財産の状況及び厚生労働大臣に提出する書類を調査しました。また、

役員（監事を除く。以下「役員」という。）の職務の執行が通則法、年金積立金

管理運用独立行政法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制そ

の他法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）

について、役員等からその整備及び運用の状況について定期的に報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務諸表等」と

いう。）について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、か

つ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

＊   上記は、当法人が監査報告書の原本の署名及び印影部分を電子化し作成したものであり、その原本は当法人が別途保管しております。



会計監査人から会社計算規則第 131条で定める「会計監査人の職務の遂行に関
する事項」と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

 以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務

諸表等の監査を行いました。

Ⅱ 監査の結果

１ 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標及び中期計画

の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているものと認めます。

２ 内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認めます。

また、内部統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき

重大な事項は認められません。

３ 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は

認められません。

４ 会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。また、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制は相当であると認めます。

５ 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めま

す。

Ⅲ 独立行政法人に求められた事務・事業の見直し、資産・運営等の見直しにつ

いて法人の講ずべき措置は、着実に推進されているものと認めます。

以上 




